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第２章 基本計画の内容 
１ 計画の体系 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 男女がともに担う
地域づくりの促進 

３ 男女平等の視点
に立った意識変革
と制度・慣行の見直
しのさらなる促進 

１ 政策・方針決定
過程における女性
の参画促進 

２ 教育の場におけ
る男女平等に関す
る教育・学習の促進

①企業、各種団体・機関等における方
針決定過程への女性の参画促進 

②行政における政策決定過程への女
性の参画促進 

③女性のエンパワーメントのための教
育・学習機会の充実 

①学校における男女平等に関する教
育・学習の促進 

②社会における男女平等に関する教
育・学習の促進 

①雇用の分野における男女の均等な
機会と待遇の確保 

②農林水産業における男女のパート
ナーシップの確立 

③自営業者、家族従業者、起業家等
に対する支援 

④多様な就業ニーズを踏まえた雇用
環境の整備 

⑤働く女性の母性保護 

①固定的な性別役割分担意識の是正
と制度・慣行の見直し 

②男女共同参画に関する調査研究の
推進と情報の収集、提供 

①女性と男性の間に生じるあらゆる暴
力の根絶 

②性に起因する人権侵害を許さない
社会環境づくり 

③マスメディアにおける女性の人権へ
の十分な配慮 

④防災(災害復興を含む)等における
女性の人権への十分な配慮 

１ 生涯を通じたか
らだと心と社会的な
健康づくりの促進 

１ みんなの人権の
尊重と侵害の解消 

１ 労働の場におけ
る男女平等の促進 

２ ライフステージに
応じた仕事と生活の
調和の促進 

２ 高齢者・障害者
の生活の充実 

①社会全体での子育て、介護支援の
促進 

②ワーク･ライフ･バランスの実現（働き
方の見直し） 

③家事、子育て、介護等への男女共
同参画の促進 

④再就職希望者に対する支援 
⑤ひとり親家庭等への自立支援 

①地域活動への男女共同参画の促進 
②いきいきと活力ある農山漁村の実現 

①性差を踏まえた総合的な健康支援施
策の推進 

②女性の健康等に関する意識の浸透 
③妊娠・出産に関する健康支援の充実

①高齢者・障害者福祉への男女共同参
画の促進 

②高齢者・障害者の自己決定と自己実
現を可能にする社会環境づくり 

Ⅰ みんなが

その人らしく

生きるこ とが

でき、みんな

で誰をも尊重

し合い、自立

をはぐくむ社

会を目指しま

す 

Ⅱ みんなが

政策・方針決

定 の 場 に 参

画できる機会

を持てる社会

を目指します 

Ⅲ みんなが

家庭・地 域・ 

職 場 に お い

て持てる能力

を発揮し、人

間らしく調和

のある生活が

できる社会を

目指します 

Ⅳ みんなが
生涯を通じて
健康でいきい
きと暮らせる
社会を目指し
ます 

１ 県における
推進体制の充
実・強化 

（計画評価専門
部会の設置等） 

２ 市町村との
連携の強化 

（千葉県男女共
同参画地域推
進員の設置等） 

３ 民間と行政
との連携の強
化 

（千葉県男女共
同参画推進連
携会議の設置
等） 

４ 国、各都道府
県との連携の
強化 

計画の推進 

４ 地球市民とし
て国際社会と協働
できるまちづくり
の促進 

①国籍にかかわらずともに暮らせる環境
づくりの促進 

基本的な課題 施策の方向 

【基本理念】 
 
女 性 も 男 性 も
人として尊重さ
れ、 
その人らしく生
きることができ、 
それぞれが個
性を認め合える
社会、 
そ し て 平 等 な
社会の実現を
目指します 

目標 


